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明治法典論争の中の私立法律学校(中111)

明
治
法
典
論
争
の
中
の
私
立
法
律
学
校

中

喜一吋

之

l
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は
じ
め
に

一
八
八
九
(
明
治
一
一
一
一
)
年
は
、
近
代
日
本
法
制
史
上
、

一
つ
の
重
要
な
画
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
の
二
月
、
明
治
政
府
は
大
日
本
帝

国
憲
法
(
以
下
「
帝
国
憲
法
」
と
略
記
)
を
公
布
し
、
立
憲
制
に
基
づ
い
た
国
政
の
道
を
新
た
に
聞
い
た
。
そ
れ
は
、
「
万
国
対
時
」
を

国
家
目
標
と
し
て
掲
げ
ス
タ
ー
ト
し
た
明
治
日
本
が
前
時
代
か
ら
引
き
継
い
だ
欧
米
列
強
諸
国
と
の
通
商
条
約
を
改
正
す
る
と
い
う
政
治

外
交
上
の
課
題
を
克
服
し
て
い
く
こ
と
と
対
を
成
し
て
い
た
。
明
治
初
年
か
ら
帝
国
憲
法
の
発
布
ま
で
の
問
、
明
治
政
府
は
西
欧
法
(
主

に
フ
ラ
ン
ス
法
〉
に
学
び
つ
つ
、
先
ず
刑
法
お
よ
び
治
罪
法
を
一
八
八

O
(明
治
二
三
年
に
公
布
し
、
二
年
後
の
一
八
八
一
一
〈
明
治

一
五
)
年
に
商
法
典
を
施
行
し
て
我
が
国
は
法
治
国
家
と
し
て
歩
み
始
め
た
。
だ
が
、
条
約
改
正
交
渉
は
一
人
七
一
(
明
治
四
)
年
の
岩

倉
具
視
を
大
使
と
す
る
遣
外
使
節
団
の
派
遣
か
ら
寺
島
宗
則
外
務
卿
そ
し
て
欧
風
化
政
策
の
一
環
と
し
て
鹿
鳴
館
時
代
を
築
い
た
井
上
馨

外
務
卿
(
後
に
外
務
大
臣
)
の
代
ま
で
頓
披
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
帝
国
憲
法
は
闇
家
の
基
本
法
か
つ
最
高
法
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規
と
し
て
誕
生
し
た
の
で
あ
っ
た
。

帝
国
憲
法
発
布
前
後
、
明
治
政
府
は
外
交
を
井
上
馨
か
ら
大
隈
重
信
(
外
務
大
臣
)
に
委
ね
、
そ
の
一
方
で
、
商
法
お
よ
び
民
法
両
法

血
(
の
編
纂
作
業
を
山
田
顕
義
司
法
大
臣
の
も
と
で
推
し
進
め
、
一
八
九
O
(明
治
二
三
)
年
に
両
法
典
を
公
布
し
た
。
そ
れ
は
刑
法
と
治

罪
法
、
そ
し
て
帝
国
憲
法
に
続
く
西
欧
法
に
準
拠
し
た
法
整
備
の
結
果
で
あ
り
、
条
約
改
正
上
、
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
政
府
は
、
こ
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れ
を
も
っ
て
条
約
改
正
交
渉
を
推
し
進
め
て
い
く
方
針
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
商
法
と
民
法
の
両
法
典
と
り
わ
け
民
法
の
施
行
の
是
非
を
め

ぐ
っ
て
、
そ
の
後
学
界
の
み
な
ら
ず
、
政
界
・
官
界
を
も
巻
き
込
ん
だ
法
典
論
争
が
沸
き
起
こ
る
事
態
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
論
争
は
一
八
八
二
(
明
治
一
一
一
一
)
年
五
月
、
旧
東
京
大
学
法
学
部
お
よ
び
帝
国
大
学
法
科
大
学
の
卒
業
生
に
よ
っ
て

組
織
さ
れ
た
法
学
士
会
が
「
法
典
編
纂
ニ
関
ス
ル
法
学
士
会
ノ
意
見
」
を
公
表
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
た
が
、
同
会
員
の
中
に
は
私
立
法

律
学
校
の
創
設
に
関
わ
り
ま
た
講
師
と
し
て
教
壇
に
立
つ
者
が
多
か
っ
た
。
商
法
・
民
法
の
施
行
を
め
ぐ
る
延
期
か
即
時
実
施
(
断
行
)

の
対
立
・
対
抗
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
系
の
帝
聞
大
学
の
法
学
者
ま
た
フ
ラ
ン
ス
法
系
の
司
法
省
法
学
校
出
身
の
法
学
者
た
ち
が
関
わ
っ
て
い

た
か
ら
、
論
争
は
延
期
を
主
張
す
る
英
法
派
対
断
行
を
求
め
る
仏
法
派
の
様
相
を
帯
び
た
構
図
と
な
っ
て
表
出
し
、
彼
ら
と
そ
れ
ぞ
れ
密

接
な
関
係
に
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
法
系
ま
た
フ
ラ
ン
ス
法
系
の
私
立
法
律
学
校
が
論
争
の
舞
台
と
も
な
り
、
そ
の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
た
の

で
あ
っ
た
。

法
典
論
争
と
り
わ
け
民
法
を
め
ぐ
る
論
争
(
民
法
典
論
争
)
は
、
私
立
法
律
学
校
に
と
っ
て
「
パ
ン
の
争
い
」
だ
っ
た
評
さ
れ
る
こ
と
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が
あ
る
。
民
法
典
の
断
行
を
後
押
し
し
た
フ
ラ
ン
ス
法
系
の
私
立
法
律
学
校
に
対
し
て
延
期
を
主
張
し
た
イ
ギ
リ
ス
法
系
の
私
立
法
律
学

校
が
、
「
フ
ラ
ン
ス
式
の
法
典
が
施
行
さ
れ
て
は
飯
の
食
い
上
げ
に
な
る
」
こ
と
を
憂
躍
し
、
両
派
の
法
律
学
校
が
「
パ
ン
の
奪
い
合
い
」

を
演
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
私
立
法
律
学
校
を
通
じ
て
民
法
典
論
争
を
見
た
時
、
そ
の
本
質
が
学
校
の
経
営
維
持
の
た
め

の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
論
争
の
過
程
で
激
し
く
論
戦
し
政
治
的
な
攻
防
を
繰
り
広
げ
て
い
た
延
期
派
と
断
行
派
の
人

び
と
が
、
そ
の
一
方
で
私
学
経
営
の
た
め
に
陣
取
り
合
戦
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
果
た
し
て
実
証
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
本
稿
で
は
、
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
玉
に
民
法
典
論
争
の
経
緯
を
辿
り
な
が
ら
、
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
私
立
法
律
学
校
の

創
設
に
関
わ
り
ま
た
講
師
と
な
っ
た
人
び
と
を
中
心
に
こ
の
論
争
に
お
け
る
延
期
派
と
断
行
派
の
動
向
を
改
め
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
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法
典
編
纂
と
法
典
論
争
の
歴
史
的
経
緯

先
ず
本
稿
に
お
け
る
法
典
論
争
の
時
期
区
分
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
一
八
八
九
(
明
治
二
一
一
〉
年
五
月
の
法
学
士
会
に
よ
る
法
典
編

纂
に
関
す
る
意
見
書
の
公
表
を
始
期
と
し
、
民
法
施
行
の
是
非
が
第
三
回
帝
国
議
会
の
議
を
経
て
決
着
し
た
一
八
九
二
(
明
治
二
五
)
年

半
ば
を
終
期
と
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
の
一
一
一
年
余
に
わ
た
る
論
争
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
こ
こ
で
法
典
編
纂
の
歴
史
的

ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
』
に
依
拠
し
て
民
法
典
編
纂
を
中
心
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

経
緯
に
つ
い
て
大
久
保
泰
甫
氏
の
『
日
本
近
代
法
の
父

明
治
政
府
が
法
制
度
の
近
代
化
に
あ
た
り
白
羽
の
矢
を
立
て
法
律
顧
問
と
し
て
招
聴
し
た
人
物
の
一
人
に
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
一
八
七
三

(
明
治
六
)
年
に
来
日
し
た
パ
リ
大
学
法
学
部
教
授
ギ
ユ
ス
タ
l
ブ
・
ボ
ア
ソ
ナ
1
ド
が
い
た
。
日
本
の
法
典
編
纂
事
業
安
託
さ
れ
た
ボ

ア
ソ
ナ
l
ド
が
最
初
に
取
り
か
か
っ
た
の
は
、
さ
き
に
触
れ
た
刑
法
典
と
治
罪
法
典
の
整
備
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
刑
法
典
の
編
纂
は

一
八
七
五
(
明
治
八
)
年
か
ら
、
ま
た
治
罪
法
典
に
つ
い
て
は
一
八
七
七
(
明
治
一

O
)
年
か
ら
着
手
さ
れ
、
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一
八
八
O
(明
治
二
ニ
)

年
七
月
に
至
っ
て
両
法
典
は
太
政
官
布
告
第
一
二
六
号
・
同
布
告
第
三
七
号
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
公
布
さ
れ
、

月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

一
八
八
二
(
明
治
一
五
)
年
一

こ
の
問
、
一
八
七
人
(
明
治
一
一
)
年
に
治
罪
法
典
の
起
草
を
終
え
て
い
た
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
は
翌
年
か
ら
民
法
典
の
編
纂
を
開
始
し
た
。

そ
の
後
、
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
は
司
法
省
法
学
校
を
経
て
フ
ラ
ン
ス
で
法
学
修
業
を
積
ん
だ
磯
部
四
郎
ら
フ
ラ
ン
ス
法
に
精
通
し
た
日
本
人
と

と
も
に
元
老
院
に
置
か
れ
た
民
法
編
纂
局
に
お
い
て
編
纂
事
業
に
従
事
し
、
一
八
八
六
(
明
治
一
九
)
年
=
一
月
の
同
編
纂
局
閉
鎖
ま
で
に

民
法
第
二
編
(
財
産
編
)
と
第
三
編
(
財
産
取
得
編
)
第
一
部
(
特
定
名
義
の
取
得
法
)
を
完
成
さ
せ
た
。
翌
年
一

O
月
、
司
法
大
臣
山

田
顕
義
を
委
員
長
と
す
る
法
律
取
調
委
員
会
が
発
足
し
、
民
法
草
案
(
民
法
第
二
編
・
第
三
編
第
一
部
)
の
審
議
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
一

方
で
、
ポ
ア
ソ
ナ
l
ド
は
民
法
草
案
の
第
四
編
(
債
権
担
保
編
)
と
第
五
編
(
証
拠
編
)
の
起
草
に
取
り
組
み
、
一
八
八
人
(
明
治

一
一
ご
年
一
二
月
ま
で
に
財
産
編
、
財
産
取
得
編
、
債
権
担
保
編
、
紙
拠
編
の
全
て
の
審
議
が
終
了
し
た
。
こ
う
し
て
法
律
取
調
委
員
会
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の
山
田
委
員
長
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
黒
田
清
隆
に
提
出
さ
れ
た
民
法
典
(
ポ
ア
ソ
ナ
l
ド
起
草
に
よ
る
財
産
編
五
七
二
条
、
財
産
取
得
編

二
八
五
条
、
債
権
担
保
編
二
九
八
条
、
証
拠
編
一
六
四
条
)
は
、
内
閣
に
よ
っ
て
翌
年
一
月
商
法
典
お
よ
び
裁
判
所
構
成
法
と
と
も
に
元

一
八
九
O
(明
治
二
三
)
年
四
月
二
一
日
、
施
行
期
日
を
一
八
九
三
(
明
治
二
六
)

年
一
月
一
日
と
定
め
法
律
第
二
人
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。
こ
こ
に
民
法
典
が
「
ボ
ア
ソ
ナ
I
ド
民
法
典
」
と
謂
わ
れ
る
所
以
が
あ
る
。

老
院
の
審
議
に
付
さ
れ
、
枢
密
院
を
通
過
し
た
後
、

な
お
、
民
法
典
の
う
ち
第
一
一
編
人
事
編
と
第
三
編
財
産
取
得
編
第
二
部
(
包
括
的
名
義
の
取
得
法
)
の
起
草
に
つ
い
て
は
、
磯
部
四
郎
、

熊
野
敏
三
、
光
明
寺
三
郎
ら
六
名
の
フ
ラ
ン
ス
法
に
通
じ
た
日
本
人
が
あ
た
り
、
法
律
取
調
委
員
会
の
審
議
修
正
を
経
て
、
一
八
九
O
(明

治
一
一
三
)
年
四
月
一
日
に
人
事
編
が
、
同
月
二
一
日
に
財
産
取
得
編
(
続
)
が
完
成
し
、
内
閣
へ
の
提
出
、
元
老
院
に
よ
る
審
議
、
さ
ら

に
枢
密
院
の
諮
詩
を
経
て
同
年
一

O
月
七
日
、
施
行
期
日
を
同
じ
く
し
て
法
律
第
九
八
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
一
八
七
九
(
明
治
二
乙
年
か
ら
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
を
中
心
に
進
め
ら
れ
た
民
法
典
の
編
纂
事
業
は
、

一
八
九

O
(明
治
二
三
)
年
の
公
布
に
よ
っ
て
一
つ
の
区
切
り
を
迎
え
た
。
そ
れ
は
、
山
田
顕
義
が
憂
慮
し
た
帝
国
議
会
開
設
前
に
辛
う

じ
て
完
了
し
た
が
、
法
典
の
周
知
期
間
と
し
て
二
年
半
余
の
期
間
(
施
行
期
日
)
を
設
け
た
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
民
法
典
を
め
ぐ
る
そ

。。
η

、υ

の
後
の
激
し
い
論
戦
と
政
治
運
動
を
惹
起
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

私
立
法
律
学
校
の
創
立
者
た
ち
|
英
吉
利
法
律
学
校
と
明
治
法
律
学
校

法
典
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
「
法
典
編
纂
ニ
関
ス
ル
法
学
士
会
ノ
意
見
」
は
、
文
字
通
り
法
学
士
に
よ
っ
て
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
八
八
九
(
明
治
一
一
一
一
)
年
一

O
月
二
五
日
に
開
催
さ
れ
た
法
学
士
会
の
秋
季
大
会
に
お
け
る
山
田
喜
之
助
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年

の
春
季
大
会
の
折
、
先
ず
山
田
と
岡
村
輝
彦
に
よ
る
法
典
編
纂
に
つ
い
て
急
速
に
進
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
論
議
か
ら
会
員
多
数
の
賛

成
を
得
て
法
学
士
会
と
し
て
意
見
を
政
府
の
諸
大
臣
に
開
陳
す
る
こ
と
に
決
し
た
と
い
う
。
そ
の
任
に
あ
た
る
委
員
に
は
岡
村
、
山
田
の



明治法典論争の中の私立法律学校(中JII)

ほ
か
に
元
田
肇
が
選
ば
れ
、
意
見
書
の
起
草
に
は
こ
の
三
名
の
ほ
か
に
菊
池
武
夫
、
合
川
正
道
な
ど
が
加
わ
り
、
さ
ら
に
増
島
六
一
郎
ら

五
、
六
名
が
会
員
へ
の
意
見
書
配
付
に
尽
力
し
た
と
い
う
。

こ
の
山
田
の
報
告
か
ら
す
る
と
、
法
学
士
会
員
の
中
で
法
典
編
纂
に
関
す
る
意
見
書
に
最
初
に
探
く
関
わ
っ
て
い
た
人
物
は
、
山
田
喜

之
助
、
岡
村
輝
彦
、
元
田
肇
、
菊
池
武
夫
、
合
川
正
道
、
増
島
六
一
部
の
六
名
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
こ
れ

ら
の
人
、
び
と
の
法
典
論
争
前
後
の
経
歴
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

先
ず
山
田
喜
之
助
(
一
人
五
九
|
一
九
二
ニ
)
は
大
阪
の
商
家
出
身
で
、
東
京
大
学
予
備
門
か
ら
東
京
大
学
法
学
部
へ
と
進
み
、

一
八
八
二
(
明
治
一
五
)
年
の
卒
業
と
同
時
に
代
言
人
(
弁
護
士
)
と
な
っ
た
。
大
学
在
学
中
か
ら
鴎
渡
会
の
一
員
と
し
て
活
動
し
立
憲

改
進
党
の
結
党
や
東
京
専
門
学
校
(
現
早
稲
田
大
学
)
の
創
設
に
関
わ
っ
た
。
し
か
し
、
同
校
を
主
導
す
る
高
田
早
苗
ら
と
学
校
運
営
を

め
ぐ
っ
て
対
立
し
た
た
め
同
校
を
岡
山
兼
吉
と
と
も
に
離
れ
、
一
八
八
五
(
明
治
一
八
)
年
英
吉
利
法
律
学
校
の
創
設
に
参
画
し
、
法
学

通
論
、
英
国
契
約
法
な
ど
を
相
当
し
た
。
山
田
は
ま
た
こ
の
年
司
法
省
に
出
仕
し
、
一
八
九
O
(明
治
二
三
)
年
に
は
大
審
院
判
事
と
な
っ

た。
次
に
、
岡
村
輝
彦
(
一
八
五
五
|
一
九
一
六
)
は
大
阪
生
ま
れ
で
鶴
舞
藩
貢
進
生
と
し
て
大
学
南
校
に
入
学
し
、
東
京
開
成
学
校
在
学

時
の
一
八
七
六
(
明
治
九
)
年
に
入
江
(
穂
積
)
陳
重
ら
と
と
も
に
文
部
省
第
二
回
留
学
生
に
選
ば
れ
て
イ
ギ
リ
ス
に
渡
り
、
ロ
ン
ド
ン

大
学
キ
ン
グ
ス
カ
レ
ッ
ジ
か
ら
ミ
ド
ル
テ
ン
プ
ル
へ
と
進
ん
で
法
学
を
修
め
、
一
八
八

O
(明
治
二
ニ
)
年
に
パ
リ
ス
タ
1
(法
廷
弁
護

士
〉
と
な
っ
た
。
帰
国
後
、
英
吉
利
法
律
学
校
の
創
設
に
参
画
し
、
同
校
で
英
国
証
拠
法
な
ど
を
講
義
し
た
。
治
外
法
権
下
の
一
人
九
こ

(
明
治
二
五
)
年
に
起
こ
っ
た
千
島
艦
事
件
で
三
年
に
渡
っ
た
裁
判
の
弁
護
を
務
め
イ
ギ
リ
ス
で
事
実
上
、
勝
訴
す
る
と
い
う
快
挙
を
成

し
遂
げ
た
こ
と
に
よ
り
一
躍
時
の
人
と
な
っ
た
。

(
明
治
四
)
年
に
上
京
し
開
拓
使
学
校
を
経
て

一
八
七
四
(
明
治
七
)
年
開
成
学
校
の
貸
費
生
と
な
り
、
一
八
八

O
(明
治
二
ニ
)
年
東
京
大
学
法
学
部
を
卒
業
し
て
代
一
曹
人
と
な
っ
た
。

第
三
に
、
元
田
肇
(
一
八
五
人
一
九
三
人
)
は
大
分
同
国
東
の
出
身
で
、

一
八
七
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こ
の
年
、
養
父
元
田
直
が
長
崎
上
等
裁
判
所
判
事
と
な
っ
て
赴
任
す
る
た
め
代
言
事
務
を
引
き
継
ぎ
、
翌
年
銀
座
に
代
言
事
務
所
を
開
設

し

一
八
八
四
(
明
治
一
七
)
年
に
は
東
京
代
言
人
組
合
会
長
に
就
任
、
英
吉
利
法
律
学
校
創
設
に
参
画
し
た
一
八
八
五
(
明
治
一
八
)

一
八
九
O
(明
治
二
三
)
年
第
一
回
総
選
挙
に
大
分
か
ら
立
候
補
し
て
当
選
を
果
た
し
、
以
後
一
九
三
O
(
昭
和
五
)

年
再
選
さ
れ
た
。

年
ま
で
衆
議
院
議
員
の
座
に
あ
っ
た
。

第
四
に
、
菊
池
武
夫
二
八
五
四
|
一
九
一
二
)
は
岩
手
・
盛
岡
の
出
身
で
、
東
京
開
成
学
校
在
学
中
の
一
八
七
五
(
明
治
八
)
年
に

小
村
寿
太
郎
や
鳩
山
和
夫
ら
と
と
も
に
文
部
省
第
一
回
留
学
生
に
選
ば
れ
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
ボ
ス
ト
ン
大
学
ロ

l
ス
ク
ー
ル
に
入
学
し

て
法
学
修
業
に
努
め
、
日
本
人
で
初
め
て
パ
チ
エ
ラ
l
・
オ
ブ
・
ロ

l
(
法
学
士
)
の
学
位
を
得
て
一
八
人
O
(明
治
二
一
一
)
年
に
帰
国

し
た
。
そ
の
後
司
法
省
に
入
省
し
、
一
八
八
六
(
明
治
一
九
)
年
司
法
大
臣
、
秘
書
官
、

歴
任
し
た
が
、
同
年
辞
職
し
て
代
言
人
と
な
っ
た
。
こ
の
間
、

)¥ 

九

(
明
治
二
四
〉
年
司
法
省
民
事
局
長
を

一
八
八
二
(
明
治
一
五
)
年
に
東
京
大
学
法
学
部
講
師
を
勤
め
、

一
八
八
五
(
明
治
一
八
)
年
に
英
吉
利
法
律
学
校
の
創
設
に
参
画
し
、
同
校
で
は
法
学
通
論
や
代
理
法
な
ど
を
講
義
し
た
。
一
八
九
一
(
明

治
二
四
)
年
か
ら
は
増
島
六
一
郎
に
代
わ
っ
て
東
京
法
学
院
長
に
就
任
し
、
以
後
二
一
年
間
院
長
・
中
央
大
学
長
を
務
め
た
。

第
五
に
、
合
川
E
道
(
一
八
五
九
|
一
八
九
四
)
は
岐
阜
・
関
ケ
原
の
出
身
で
、
神
一
戸
洋
学
校
、
大
坂
外
国
語
学
校
(
の
ち
大
坂
英
語
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学
校
)
を
経
て
、

一
八
七
五
(
明
治
八
)
年
に
上
京
し
て
開
成
学
校
に
入
学
、
そ
の
後

八
七
八
(
明
治
一
一
〉
年
東
京
大
学
法
学
部
に

(
明
治
一
四
)
年
に
卒
業
す
る
と
元
老
院
の
御
用
掛
と
な
っ
た
。
実
古
利
法
律
学
校
の
創
設
に
参
画
し
た
一
八
八
五

(
明
治
一
人
)
年
に
は
問
院
の
権
少
書
記
官
に
昇
進
し
、
一
八
八
八
(
明
治
二
一
)
年
に
は
内
閣
法
制
局
参
事
官
と
な
っ
た
。
翌
年
、
一

旦
官
を
辞
し
て
代
言
人
と
な
っ
た
が
、
一
年
足
ら
ず
で
文
部
省
参
事
官
と
し
て
官
界
に
復
帰
し
た
。
憲
法
学
に
秀
で
、
そ
の
著
作
の
ほ
と

進
学
し
て
一
人
八
一

ん
ど
は
憲
法
と
憲
法
政
治
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
六
に
、
増
島
六
一
郎
(
一
八
五
七
1

一
九
四
人
)
は
滋
賀
・
彦
根
出
身
で
、
明
治
維
新
後
に
上
京
し
て
開
成
学
校
か
ら
東
京
大
学
法

一
八
七
九
(
明
治
一
二
)
年
首
席
で
卒
業
し
た
。
翌
年
増
島
は
三
菱
創
業
者
の
岩
崎
弥
太
郎
の
支
援
を
得
て
イ
ギ
リ
ス

学
部
へ
と
進
み
、
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に
渡
り
、
一
八
八
一

(
明
治
一
四
)
年
ミ
ド
ル
テ
ン
プ
ル
に
入
学
、
二
年
半
の
法
学
修
業
を
経
て
一
八
八
三
(
明
治
二
ハ
)
年
パ
リ
ス
タ
ー

(
法
廷
弁
護
士
)
と
な
っ
た
。
翌
年
帰
国
し
た
増
島
は
「
パ
リ
ス
ト
ル
、
法
学
士
代
言
人
」
の
肩
書
き
で
開
業
す
る
一
方
、
東
京
大
学
な

ど
で
教
鞭
を
と
り
、
一
八
八
五
(
明
治
一
八
)
年
に
英
吉
利
法
律
学
校
の
創
設
を
成
し
遂
げ
て
そ
の
校
長
に
就
任
し
、
代
言
業
の
傍
ら
同

校
の
運
営
に
尽
力
し
た
。

右
の
山
田
、
岡
村
、
元
問
、
菊
池
、
合
川
、
増
島
の
六
名
の
経
歴
に
共
通
す
る
の
は
、
帝
国
大
学
の
前
身
で
あ
る
大
学
南
校
、
開
成
学

校
、
東
京
開
成
学
校
そ
し
て
東
京
大
学
を
法
学
教
育
の
場
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
法
を
学
ん
だ
同
窓
で
あ
り
(
故
に
法
学
士
会
員
で
あ
り
得
た

わ
け
で
あ
る
が
て
し
か
も
各
々
が
官
僚
で
あ
る
に
し
ろ
代
一
言
人
で
あ
る
に
し
ろ
独
立
し
て
本
業
を
営
み
つ
つ
、
英
士
口
利
法
律
学
校
(
現

中
央
大
学
)
の
創
設
に
参
画
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
英
吉
利
法
律
学
校
の
創
設
に
参
画
し
た
穂
積
陳
重
(
大
学
南
校
入
学
、
第
二
回
文
部
省
留
学
生
、
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一
八
七
九
(
明
治
一
一
一
)

年
イ
ギ
リ
ス
・
ミ
ド
ル
テ
ン
プ
ル
卒
業
、

(
明
治
一
回
)
年
ド
イ
ツ
・
ベ
ル
リ
ン
大
学
卒
業
、
同
年
東
京
大
学
文
学
部
兼
法
学

一
八
八
二
(
明
治
一
五
)
年
東
京
大
学
法
学
部
教
授
兼
法
学
部
長
)
、
同
校
の
創
設
と
法
典
論
争
で
活
動
を
と
も
に
す
る

)¥ 
)¥ 

部
講
師
就
任
、

高
橋
健
三
(
大
学
南
校
入
学
、

政
官
権
少
書
記
官
、

一
九
七
人
〈
明
治
一
一
)
年
東
京
大
学
法
学
部
中
退
、

一
八
八
九
(
明
治
二
二
〉
年
内
閣
官
報
局
長
)
や
江
木
衷
(
一
八
七
七
(
明
治
一

O
)
年
東
京
大
学
予
備
門
入
学
、

一
八
八
四
(
明
治
一
七
)
年
東
京
大
学
法
学
部
卒
業
、
一
八
八
五
(
明
治
一
人
)
年
審
視
庁
御
用
掛
)
、
さ
ら
に
西
川
鉄
次
郎
(
一
八
八
一

(
明
治
四
)
年
南
校
入
学
、
一
八
七
八
(
明
治
一
一
)
年
東
京
大
学
法
学
部
卒
業
、
一
八
八
五
(
明
治
一
八
〉
年
文
部
省
少
書
記
官
、

一
八
九
O
(明
治
二
三
)
年
大
審
院
判
事
)
ら
も
一
様
に
大
学
教
授
、
官
僚
と
し
て
本
業
を
確
立
し
て
い
た
。

勿
論
こ
う
し
た
有
り
様
は
英
士
口
利
法
律
学
校
の
創
立
者
た
ち
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
法
典
論
争
に
お
い
て
対
立
・
対
抗
す
る

明
治
法
律
学
校
(
現
明
治
大
学
)
の
創
立
者
す
な
わ
ち
岸
本
辰
雄
、
宮
城
浩
蔵
そ
し
て
矢
代
採
の
三
名
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
次
に
、
こ

一
八
八
五
(
明
治
一
人
〉
年
参
事
院
議
官
補
兼
太

の
一
二
名
に
つ
い
て
も
そ
の
略
歴
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
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岸
本
は
鳥
取
の
出
身
で
、
箕
作
麟
祥
の
共
学
社
を
経
て
一
八
七
一

法
寮
法
学
校
へ
と
転
学
し
、
一
八
七
六
(
明
治
九
)
年
に
司
法
省
法
学
校
を
卒
業
し
た
後
、
第
二
回
司
法
省
留
学
生
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
に

留
学
し
て
パ
リ
大
学
法
学
部
に
学
び
、
一
八
七
九
(
明
治
二
二
年
に
法
学
士
号
を
取
得
し
た
。
翌
年
帰
国
し
た
岸
本
は
、
一
八
八
一
(
明

(
明
治
四
)
年
鳥
取
藩
貢
進
生
と
し
て
大
学
南
校
に
入
学
、
翌
年
明

治
一
四
)
年
明
治
法
律
学
校
の
創
設
に
参
画
し
、

一
八
八
五
(
明
治
一
八
)
年
に
は
内
閣
法
制
局
参
事
官
と
な
っ
た
。

宮
城
は
山
形
・
天
主
の
出
身
で
、

一
八
六
九
(
明
治
二
)
年
に
上
京
後
、
岸
本
と
同
じ
く
箕
作
の
共
学
社
を
経
て
翌
年
天
童
落
貰
進
生

と
し
て
大
学
南
校
に
入
学
し
、
き
ら
に
明
法
寮
法
学
校
へ
と
転
学
、

一
八
七
六
(
明
治
九
)
年
司
法
省
法
学
校
卒
業
後
、
司
法
省
留
学
生

と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
大
学
お
よ
び
リ
ヨ
ン
大
学
に
留
学
し
リ
ヨ
ン
大
学
で
法
学
士
号
を
取
得
し
た
と
い
わ
れ
る
。

一
八
八

O
(明
治

一
一
一
一
)
年
に
帰
国
し
た
後
、
翌
年
明
治
法
律
学
校
の
創
設
に
参
画
し
、

一
八
八
二
(
明
治
一
五
)
年
大
審
院
検
事
(
の
ち
判
事
)
に
就
任

し
た
。矢

代
は
福
井
・
鯖
江
出
身
で
、

一
八
七

O
(明
治
一
二
)
年
鯖
江
藩
貢
進
生
と
し
て
上
京
し
大
学
南
校
に
入
学
、
明
法
寮
法
学
校
を
経
て
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一
八
七
六
(
明
治
九
)
年
司
法
省
法
学
校
を
岸
本
、
宮
城
と
と
も
に
卒
業
し
、
そ
の
後
一
八
七
九
(
明
治
一
一
一
)
年
に
元
老
院
に
出
仕
し
、

一
八
八
一
(
明
治
一
四
)
年
岸
本
、
宮
城
と
と
も
に
明
治
法
律
学
校
を
創
設
し
た
。

ち
な
み
に
、
断
行
派
の
論
客
と
し
て
名
を
馳
せ
た
磯
部
四
郎
も
大
学
南
校
か
ら
明
法
寮
法
学
校
へ
と
転
学
、
司
法
省
法
学
校
卒
業
後
、

一
八
七
八
(
明
治
一
一
)
年
パ
リ
大
学
法
学
部
の
法
学
士
号
を
取
得
し
て
帰
国
し
た
。
盟
年
、
司
法
省
に
出
仕
す
る

フ
ラ
ン
ス
に
留
学
、

傍
ら
司
法
省
法
学
校
で
教
鞭
を
と
り
、

一
八
八

O
(明
治
一
三
)
年
か
ら
は
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
と
と
も
に
民
法
編
纂
に
携
わ
っ
て
い
く
こ
と

と
な
っ
た
。

岸
本
、
宮
城
、
矢
代
そ
し
て
磯
部
た
ち
は
、
司
法
省
法
学
校
で
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
法
を
教
授
さ
れ
た
学
徒
で
あ
り
、
矢

代
を
除
い
て
フ
ラ
ン
ス
留
学
を
経
験
し
た
人
び
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
も
明
治
法
律
学
校
の
創
設
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
と
は
別
に
司

法
官
僚
等
と
し
て
本
業
を
確
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
当
時
、
文
部
省
で
あ
れ
司
法
省
で
あ
れ
官
費
留
学
生
に
つ
い
て
は
帰
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国
後
、
官
途
に
就
い
て
国
家
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
点
に
も
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
私
が
指
摘
し

て
お
き
た
い
の
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
官
僚
で
あ
れ
大
学
教
授
で
あ
れ
代
言
人
で
あ
れ
、
彼
ら
は
そ
れ
を
自
ら
の
立
ち
位
置
と
し
て

私
立
法
律
学
校
の
創
設
に
参
画
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

法
典
論
争
の
中
の
私
立
法
律
学
校

官
僚
、
大
学
教
員
、
代
言
人
と
い
っ
た
立
場
に
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
法
系
ま
た
フ
ラ
ン
ス
法
系
の
人
び
と
が
、
商
法
・
民
法
両
法
典
を
め

ぐ
る
論
争
に
延
期
派
あ
る
い
は
断
行
派
と
し
て
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
は
、
彼
ら
が
創
設
し
た
私
立
法
律
学
校
す
な
わ
ち
英
吉
利
法
律
学
校

や
明
治
法
律
学
校
が
論
争
の
渦
中
に
置
か
れ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
当
時
の
新
聞
に
「
仏
法
学
校
ハ
断
行
論
、
英
法
学
校
ハ
延
期
論
」
と
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あ
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

商
法
実
施
廼
期
及
び
断
行
の
議
ハ
目
下
の
大
問
題
に
し
て
各
商
業
家
及
、
ひ
法
律
家
も
亦
た
二
派
に
分
る
特
に
法
律
学
校
講
師
校
友
、

生
徒
も
亦
た
大
体
二
派
に
分
れ
た
り
英
法
学
校
な
る
東
京
法
学
院
、
東
京
専
門
学
校
、
専
修
学
校
諸
校
の
講
師
学
友
諸
氏
ハ
執
れ
も

延
期
論
を
賛
し
明
治
法
律
学
校
、
和
仏
法
律
学
校
諸
校
の
講
師
学
友
諸
氏
ハ
凡
で
断
行
論
を
保
持
せ
り

右
の
記
事
中
に
見
え
る
東
京
法
学
院
と
は
、
一
八
八
九
(
明
治
二
二
)
年
一

O
月
に
校
名
を
改
称
し
た
英
吉
利
法
律
学
校
の
こ
と
で
あ

る
。
法
典
延
期
派
の
学
校
と
し
て
同
院
の
ほ
か
東
京
専
門
学
校
(
現
早
稲
田
大
学
)
と
専
修
学
校
(
現
専
修
大
学
)
が
、
ま
た
断
行
派
の

学
校
と
し
て
明
治
法
律
学
校
、
和
仏
法
律
学
校
(
現
法
政
大
学
)
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。
創
立
者
を
含
む
講
師
や
卒
業
生
ら
が
法
典
論

争
を
通
じ
て
延
期
派
と
断
行
派
に
分
か
れ
た
結
果
、
彼
ら
が
各
々
に
集
う
英
士
口
利
法
律
学
校
(
東
京
法
学
院
)
や
明
治
法
律
学
校
も
ま
た
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社
会
的
に
二
派
に
色
分
け
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
民
法
典
の
公
布
は
一
八
九

O
(明
治
二
三
)
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
年
以
降
、
同
法
典
の
施
行
を
め
ぐ
っ
て
延

期
派
と
断
行
派
の
論
戦
は
熱
を
帯
ぴ
て
い
く
。
表
1
は
、
法
典
論
争
の
過
程
で
延
期
派
が
公
表
し
た
『
法
典
実
施
延
期
意
見
』
に
、
ま
た

断
行
派
は
法
治
協
会
雑
誌
号
外
『
法
典
実
施
断
行
意
見
』
や
明
法
誌
叢
号
外
『
法
典
実
施
意
見
』
に
名
を
連
ね
た
双
方
の
論
客
た
ち
を
主

な
対
象
と
し
て
作
成
し
た
論
文
・
論
説
一
覧
で
あ
る
。

こ
の
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
学
士
会
の
意
見
が
公
に
な
っ
た
後
、
延
期
派
の
江
木
や
断
行
派
の
磯
部
と
の
聞
で
つ
ば
ぜ
り
合
い
が

始
ま
っ
て
い
た
が
、
穂
積
八
束
の
「
民
法
出
テ
、
忠
孝
亡
フ
」
が
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
っ
た
が
故
に
そ
れ
が
一
つ
の
画
期
と
な
っ
て

法
典
論
争
は
よ
り
一
層
激
し
さ
を
増
し
て
い
き
、
両
派
の
主
張
が
先
の
延
期
意
見
と
断
行
意
見
と
な
っ
て
互
い
に
ぶ
つ
か
り
合
っ
た
の
で

あ
る
。両

派
の
意
見
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
前
者
は
法
典
が
①
倫
常
を
壊
乱
す
る
、
②
憲
法
上
の
命
令
権
を
減
縮
す
る
、
③
予
算
の
原
理
に
相
違

す
る
、
④
国
家
思
想
を
欠
く
、
⑤
社
会
の
経
済
を
撹
乱
す
る
、
⑤
税
法
の
根
源
を
変
動
す
る
、
⑦
威
力
を
以
て
学
理
を
強
行
す
る
と
い
い
、

一
方
、
後
者
は
そ
れ
に
遂
一
反
駁
し
て
、
法
典
の
実
施
延
期
は
①
国
家
の
秩
序
を
素
乱
す
る
、
②
倫
理
の
壌
類
を
来
す
、
③
国
家
の
主
権

を
侵
害
し
独
立
国
家
の
笑
を
喪
失
す
る
、
④
憲
法
の
実
施
を
害
す
る
、
⑤
立
法
権
を
描
棄
し
て
こ
れ
を
裁
判
官
に
委
ね
る
も
の
で
あ
る
、

⑤
各
人
の
権
利
上
に
お
い
て
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
、
⑦
争
訟
紛
乱
を
叢
起
さ
せ
る
、
@
各
人
の
安
心
立
命
の
途
を
喪
失

す
る
、
⑨
国
家
の
経
済
を
撹
乱
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
両
者
の
議
論
は
平
行
線
を
辿
る
が
、
延
期
派
の
人
び
と
は
意
見
の
中
で
ま
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た
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

抑
新
法
典
ノ
材
料
ヲ
成
ス
欧
洲
民
法
ノ
条
項
タ
ル
ヤ
十
八
世
紀
末
仏
国
草
命
ノ
余
響
ヲ
受
ケ
到
頭
徹
尾
個
人
主
義
ト
民
主
々
義
ト
ニ

範
ヲ
取
リ
国
家
思
想
ニ
闘
ク
所
ア
ル
ハ
夙
ニ
学
者
ノ
認
ム
ル
所
ニ
シ
テ
其
之
ヲ
共
和
政
治
ニ
ア
ラ
サ
ル
社
会
ニ
適
用
ス
ル
ノ
得
策
ナ
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表 1 法典論争における延期派(英吉利法律学校[東京法学院])と断行派(明治法律

学校)の機関誌にみる主な論文・論説等一覧

1889年5月 ~1892年10月

延期派論文名 氏名 長jF主誌名 発行年月日 断行派論文名 氏名 J国載誌名 発行年月日

1 法学士会ノ意 増島六一郎 法理精華11 M22.6.1 
法学士会の意

雑 主主 明法雑誌84 M22.5.25 
見ヲ論ス 見

民法草案財産
法理精華 M22.10.1 法理精華ヲ読

法政誌叢
M23.1.10 

2 編批評第一 f工木 衷 磯部四郎 99、100、
回~第四回

19、21、22、24 -12.15 ムー~四 102、104
-3.25 

法文中倒産行
法典発布ニ就 法政誌叢

3 為ヲ明示ス可 朝倉外茂鉄 故現精華25 M23.1.3 
ア

岸本辰雄
107 

M23.5.10 
ン

日本法学ノ退
法治協会雑

4 歩ヲ予防スベ 山田喜之助 法理紛$:J4 M23.5.15 立法論 城 数，V，J
ー士、l

M24.7.12 
ン

日本民法ニ於
法治協会雑

5 ケル証拠保全 岡村輝 彦 法理精華35 M23.6.1 法廷ノ所感 岸本辰雄 M24.7.12 
ノ規定

~t 1 

新法制定ノ沿
法治協会雑 M24.8.12、

6 国家的民法 穂積八 束 法学新報l M24.4.25 草ヲ 述 ブ 機部凶自li
~2 、 3 9.15 ←ー・一{元二

7 法典研究之心 中橋徳五郎 法学新報2 M24.5.25 論商法 梅謙次郎
法治協会雑

M24.8.l2 
4皐 誌2

8 民法出テ、忠
法典維持論ハ

法治協会雑
穂積八 束 法学新報5 M24.8.25 英法学者ヨリ 宮城浩蔵 M24.l1.10 

孝亡7 起jレ 誌5

9 日本法典研究
土方 { 平 法学新報6 M24.9.25 

商法部分施行
宮城浩蔵

法治協会雑
M24.l2.l5 

之，~、得 雪ロム悶 誌6

明法誌差是発刊

10法典修正問題 キ土 i見 法学新幹113 M25.4.25 ニ付キ明法会 j成 数J.!~ l則法誌、議1 M25.3.20 
ノ目的ヲ述フ

11 民法証拠篇ノ
土方 寧 法学新報13 M25.4.25 

法典実施ノ必
磯部四郎

法治協会雑
M25.4.15 

欠点 要 誌10

12家制及国体 穂積八束 法学新報13 M25.4.2沼
駁東京日々新

磯部四郎
法治協会雑

M25.5.4 
開民法修正論 誌号外

131 i法典実施延期 ネ土 説 法学新報14 M25.5.25 
法典実施断行 岸本辰雄Il 法治協会雑

M25.5.11 
意見 意見 か 7~ 諒号外

14 読法典実施断 社 説 法学新報14 M25.5.25 
法典実施断行

法治協会
法律雑誌

M25.5.15 
行意見書 意見 883 

15 法典実施断行 高橋健三 法学新報14 M25.5.25 i法典実施意見
梅謙次郎ほ 明法底叢号

M25.5.l7 
論者ノ自白 か6名 タト

16 新民法に於け 松野貞一郎 法学新報14 M25. 5.25 法典実施意見
梅謙次郎ほ

明法誌叢3 M25.5.21 
る富講 か6名

17 法典断行説ノ
東京府下代

法治協会雑
奥田義人 法学新報14 M25.5.25 法典断行意見 函人有法;者 M25.6.1 

妄ヲ弁ス
107名

誌号外

18 民法商法交渉
法典ノ実施ニ

松野貞一郎 法学新報15 M25.6.25 関ス jレ明法会 論 説 明法誌叢4 M25.6.21 
問題

員ノ意見

法典一部延期
社 説 法学新報16 M25. 7 .25 

法典実施断行 岸本辰雄 法治協会雑
M25. 7.3 19 論ノ妄ヲ弁ス 意見 ほか7名 誌11

-45← 
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ラ
サ
ル
ハ
更
ニ
疑
ヲ
容
レ
サ
ル
ナ
リ
。
況
ヤ
我
立
国
ノ
壬
基
ハ
万
世
一
系
ノ
皇
上
ヲ
奉
シ
悉

ク
モ

今
上
曇
ニ
憲
法
ヲ
欽
定
セ
ラ
レ
立
憲
政
治
ノ
基
礎
此
ニ
始
テ
牢
定
ス
ト
躍
モ
其

二
千
五
百
年
来
名
教
ヲ
維
持
シ
今
日
ノ
社
会
ヲ
致
セ
ル
モ
ノ
量
二
其
間
ニ
特
種
ノ
酒
養
発

達
ヲ
成
セ
ル
国
情
習
俗
ノ
醇
乎
タ
ル
モ
ノ
之
ナ
キ
ヲ
得
ン
ヤ
。
彼
ノ
君
臣
ノ
義
、
父
子
ノ
親
、

夫
婦
ノ
序
、
朋
友
ノ
誼
ノ
如
キ
我
国
固
有
ノ
美
質
ナ
リ
(
中
略
)
今
ヤ
個
人
主
義
民
、
玉
々
義

ヲ
以
テ
成
レ
ル
法
典
ヲ
取
リ
テ
此
社
会
ニ
適
期
セ
ン
ト
ス
之
ヲ
社
交
上
ノ
大
革
命
ト
謂
ハ

ス
シ
テ
何
ソ
ヤ

こ
こ
に
は
、
法
典
編
纂
に
お
け
る
政
府
の
拙
速
主
義
と
我
が
国
固
有
の
慣
習
無
視
と
を
批
判

し
た
法
学
士
会
の
意
見
、
ま
た
穂
積
八
束
が
『
法
学
新
報
』
に
発
表
し
た
「
国
家
的
民
法
」
「
民
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法
出
テ
冶
忠
孝
亡
フ
」
な
ど
を
通
じ
て
唱
え
た
西
洋
流
の
立
憲
主
義
を
封
印
し
民
法
典
に
よ
り

岡
民
道
徳
の
酒
養
を
図
る
と
い
う
主
旨
を
継
承
し
つ
つ
、
川
平
に
法
理
上
の
問
題
か
ら
だ
け
で
な

く
、
民
法
典
が
一
八
世
紀
末
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
こ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
影
響
を
受
け
た
個

人
主
義
と
民
主
主
義
を
規
範
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
に
準
拠
し
た
も
の
で
、
そ
れ
が
我
が
閣
の
国

体
と
社
会
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
断
行
派
の
人
び
と
は
、
断
行
意
見
に
お
い
て
法
典
編
纂
に
至
る
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

大
日
本
帝
国
国
ヲ
立
ツ
ル
東
方
ノ
絶
島
ニ
於
テ
ス
而
シ
テ
ニ
千
五
百
有
余
年
間
未
タ
哲
一
ア
他
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固
ヨ
リ
此
独
立
ヲ
室
ロ
セ
ラ
レ
体
面
ヲ
汚
サ
シ
タ
ル
コ
ト
ア
ラ
ス
則
チ
其
他
国
ノ
為
メ
此
独
立
ヲ
害
セ
ラ
レ
ス
ト
ハ
他
国
ノ
命
令
ニ
服

従
セ
サ
ル
ヲ
去
フ
ナ
リ
(
中
略
)
吾
人
ノ
祖
先
ハ
彼
ノ
文
物
制
度
ヲ
採
用
シ
取
長
捨
短
其
宜
シ
キ
ヲ
得
以
テ
我
幸
福
安
寧
ヲ
謀
リ
(
中

略
)
徒
ニ
外
国
風
俗
文
物
制
度
ヲ
模
倣
セ
サ
ル
ニ
在
ル
而
巳
降
リ
テ
今
世
明
治
ニ
至
リ
百
度
維
レ
新
タ
ニ
シ
テ
(
中
略
)
文
明
新
鮮

ノ
空
気
東
漸
シ
テ
有
形
無
形
ノ
事
物
漸
ク
其
面
白
ヲ
改
メ
遂
ニ
二
千
五
百
余
年
来
君
主
政
治
ノ
大
日
本
帝
国
モ
忽
チ
立
意
代
議
ノ
実

ヲ
示
ス
二
五
リ
タ
リ
(
中
略
)
天
皇
陵
下
ハ
一
方
ニ
於
一
ア
ハ
古
来
ノ
慣
習
ニ
シ
テ
国
情
ニ
適
シ
最
モ
善
美
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
保
存
ス
ル
ト

同
時
ニ
他
方
ニ
於
テ
ハ
欧
米
ノ
制
度
ニ
シ
テ
其
最
モ
国
利
民
福
ヲ
増
進
シ
且
ツ
我
慣
習
ト
相
背
馳
セ
サ
ル
モ
ノ
ヲ
採
用
ス
ル
コ
ト
ノ

急
務
ナ
ル
ヲ
認
メ
ラ
レ
在
廷
ノ
有
司
ニ
命
シ
テ
法
典
ノ
編
纂
ヲ
為
サ
シ
メ
ラ
レ
タ
リ
(
後
略
)

こ
こ
で
は
、
古
来
よ
り
国
家
の
独
立
と
外
来
諸
文
化
の
摂
取
に
よ
る
幸
福
安
寧
が
謀
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
明
治
維
新
後
、
二
千
五
百
年

来
君
主
政
治
で
あ
っ
た
と
の
認
識
に
立
ち
、
大
日
本
帝
国
が
立
憲
代
議
制
の
探
用
を
示
し
、
そ
の
上
で
、
天
皇
に
よ
る
旧
慣
の
保
存
と
欧

米
制
度
に
準
拠
し
た
「
国
利
民
福
」
の
増
進
且
つ
我
が
国
の
慣
習
に
相
反
す
る
こ
と
の
な
い
法
典
の
編
纂
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
、

こ
の
後
に
続
け
て
「
凡
ソ
法
律
ハ
(
中
略
)
国
家
永
久
不
変
ノ
モ
ノ
ナ
リ
ト
云
フ
ニ
ア
ラ
ス
随
時
其
修
正
ノ
必
要
ヲ
認
ム
レ
ハ
則
チ
之
カ

修
正
ヲ
成
シ
テ
可
ナ
リ
」
と
法
律
は
永
久
不
変
の
も
の
で
は
な
く
社
会
の
発
達
に
応
じ
て
修
正
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
と
し
つ
つ
、
延

期
派
の
い
う
法
典
中
に
修
正
す
べ
き
点
が
あ
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
そ
の
実
施
を
混
延
さ
せ
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
と
反
論
し
て
い
る
の
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で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
派
の
対
立
・
対
抗
は
法
学
者
聞
の
論
戦
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
商
法
典
・
民
法
典
の
施
行
を
め
ぐ
っ
て
山
田
顕
義

が
危
倶
し
て
い
た
帝
国
議
会
と
い
う
政
治
の
舞
台
へ
と
突
き
進
ん
で
い
き
、
そ
れ
に
決
着
を
つ
け
た
の
が
一
八
九
二
(
明
治
こ
五
)
年
五

月
六
日
か
ら
六
月
一
四
日
ま
で
を
会
期
と
し
た
第
三
回
帝
国
議
会
で
あ
っ
た
。

こ
の
議
会
に
お
い
て
、
ま
ず
貴
族
院
に
お
い
て
村
田
保
が
発
議
し
た
「
民
法
商
法
施
行
延
期
法
律
案
」
の
審
議
が
な
さ
れ
、

の
上
、
可
決
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。
次
い
で
衆
議
院
に
お
い
て
同
法
律
案
の
審
議
が
お
こ
な
わ
れ
原
案
通
り
可
決
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

一
部
修
正
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貴
衆
両
院
の
議
決
を
経
た
こ
の
法
律
案
は
同
年
一
一
月
一
一
一
一
日
に
天
皇
の
裁
可
を
得
て
同
月
二
四
日
に
「
民
法
及
商
法
施
行
延
期
法
律
」

と
し
て
公
布
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
民
法
・
商
法
の
ほ
か
商
法
施
行
条
例
お
よ
び
法
例
も
合
わ
せ
て
、
そ
の
修
正
を
お
こ
な
う
た
め

一
八
九
六
年
(
明
治
二
九
)
年
一
二
月
一
一
一
一
日
ま
で
施
行
延
期
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
と
ろ
で
、
第
三
回
帝
国
議
会
で
延
期
派
と
断
行
派
の
攻
防
が
繰
り
広
げ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
頃
、
両
派
の
人
び
と
は
そ
れ
以
外
の

場
で
ど
の
よ
う
な
活
動
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。

ま
ず
延
期
派
の
人
び
と
に
つ
い
て
は
、
先
に
見
た
『
法
典
実
施
延
期
意
見
』
を
一
八
九
二
(
明
治
二
五
)
年
四
月
に
印
刷
出
版
し
、
そ

れ
を
政
府
関
係
者
あ
る
い
は
・
在
野
の
有
力
者
に
配
布
し
た
。
こ
う
し
た
活
動
の
一
方
、
政
府
内
に
お
い
て
延
期
派
の
人
び
と
は
厳
し
い
立

場
に
置
か
れ
て
い
た
。
当
時
、
内
務
大
臣
秘
書
官
で
あ
っ
た
紅
木
衷
は
『
法
典
実
施
延
期
意
見
」
の
公
表
に
あ
た
り
井
上
馨
に
宛
て
て
「
此

意
見
書
ニ
依
リ
免
職
セ
ラ
ル
、
ト
モ
刑
ニ
処
セ
ラ
ル
、
ト
モ
小
生
共
之
本
望
ニ
有
之
」
(
傍
点
l
筆
者
)
と
、
強
い
決
意
を
表
明
し
て
い
た
。

ま
た
大
審
院
判
事
で
あ
っ
た
商
川
鉄
次
郎
は
、
大
審
院
長
児
島
惟
謙
ほ
か
同
院
判
事
ニ
九
名
が
連
署
し
て
法
典
実
施
の
建
議
書
が
提
出
さ

(
初
)

れ
る
中
、
そ
の
建
読
書
へ
の
署
名
を
求
め
ら
れ
た
が
、
「
延
期
ノ
方
ニ
賛
成
致
置
候
故
署
名
難
致
ト
相
断
リ
候
」
、
と
、
断
行
派
が
多
数
を
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占
め
て
い
た
大
審
院
に
あ
っ
て
法
典
実
施
延
期
の
意
思
を
貫
い
て
い
た
。
延
期
派
で
は
ま
た
こ
の
頃
、
政
府
の
各
大
臣
や
衆
議
院
議
員
へ

の
遊
説
に
つ
い
て
法
学
士
会
員
を
中
心
に
計
画
す
る
一
方
、
そ
の
統
括
を
東
京
法
学
院
に
任
せ
活
動
費
に
つ
い
て
も
一

0
0
0
円
を
目
処

に
法
学
院
か
ら
支
出
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
活
動
資
金
の
実
態
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。

他
方
、
断
行
派
の
人
び
と
に
つ
い
て
は
、
一
八
九
二
(
明
治
二
五
〉
年
四
月
三
日
付
「
朝
野
新
聞
』
に
よ
れ
ば
、
「
実
施
論
者
の
巣
窟

た
る
」
明
治
法
律
学
校
関
係
者
が
三
月
三
O
日
錦
輝
館
に
会
し
て
運
動
の
方
法
を
協
議
し
た
結
果
、
各
地
の
同
校
々
友
一
五
O
O余
を
糾

合
し
各
地
方
に
お
い
て
実
施
論
の
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
決
し
た
と
い
う
。
ま
た
四
月
六
日
付
の
同
新
聞
に
は
、
上
記
の
運
動
万
針
の

決
定
を
受
け
て
明
治
法
律
学
校
で
は
法
典
実
施
運
動
費
用
を
同
校
講
法
会
の
基
本
財
産
一

O
余
万
円
の
中
か
ら
差
し
当
た
り
五
万
円
を
支

〈
お
}

出
し
輿
論
喚
起
す
る
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
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な
お
、
断
行
派
に
つ
い
て
は
、
五
月
二
六
日
、
明
治
法
律
学
校
の
学
生
数
名
が
延
期
派
の
貴
族
院
議
員
村
田
保
に
面
会
を
求
め
て
同
邸

宅
を
取
り
囲
む
騒
ぎ
が
あ

っ
た
こ
と
、
同
様
に
貴
族
院
議
員
木
下
広
次
の
邸
宅
に
も
押
し
か
け
面
会
を
求
め
謝
絶
さ
れ
た
こ
と
が
報
じ
ら

(お
)

れ
て
い
る
。
明
治
法
律
学
校
の
学
生
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
挙
に
出
た
の
は
、
村
田
が
発
議
し
た
「
民
法
商
法
施
行
延
期
法
律
案
」
の
貴
族

院
に
お
け
る
審
議
が
こ
の
日
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
講
師
や
卒
業
生
に
関
し
て
は
さ
き
の
表
1
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
各
々
の
機
関
誌
に
発
表
さ
れ
た
論
説
や
論
文
等
で
そ
の
動
向
を
跡
付
け
て
き
た
が
、

学
生
レ
ベ
ル
と
な
る
と
実
態
を
把
握

深
い
。

す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
意
味
で
、
読
売
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
は
学
生
と
法
典
論
争
と
の
関
わ
り
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
興
味

さ
て
、
「
民
法
商
法
施
行
延
期
法
律
案
」
が

貴
族
院
を
五
月
二
九
日
に
通
過
し
た
後
、
同
法

案
が
衆
議
院
へ
と
回
付
さ
れ
る
最
中
、

『函
圏

珍
聞
」
第
八
六

O
号
に
帝
国
議
会
に
お
け
る
延

の期
口派
絵と
が断
掲行
載派
さ の
れ攻
る8防
。 を

適
確

捉
え

た

枚

」の

『園
園
珍
聞
」
の
口
絵
は
、
法
典
論
争

の
菰
刺
画
「
棒
押
」
で
あ
る
。
向
か
っ
て
左
手

に
四
人
、
右
手
に
四
人
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

左
側
四
人
の
う
ち
下
方
の
二
人
が
着
用
し
た
法

被
の
背
中
に
は
「
延
」
の
字
が
、
ま
た
右
手
四

人
の
う
ち
上
方
の
二
人
が
着
て
い
る
法
被
に
は

1892年6月4日発行

-49一

『圏圃珍聞』第840号口絵
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「
断
」
の
字
が
見
え
る
。
各
々
四
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
人
ず
つ
に
分
か
れ
、
上
方
の
二
人
組
の
う
ち
の
一
人
が
「
民
棒
」
を
、
ま
た
そ
の

下
に
位
置
す
る
こ
人
組
の
う
ち
の
一
人
が
「
商
棒
」
を
押
し
合
う
構
図
と
な
っ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
「
延
」
の
字
の
法
被
は
延
期
派

を
、
ま
た
「
断
」
の
字
の
法
被
は
断
行
派
を
表
し
、
「
民
棒
」
と
は
民
法
を
、
ま
た
吋
商
棒
」
と
は
商
法
を
意
味
し
て
い
た
。

一
見
、
こ

の
図
は
両
派
の
対
立
を
単
純
明
快
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
よ
く
見
る
と
、
産
手
に
陣
取
っ
た
延
期
派
の
人
び
と
が
、
右
手

の
断
行
派
の
人
び
と
に
向
か
っ
て
「
民
棒
」
と
「
商
棒
」
を
押
し
込
み
、
延
期
派
が
有
利
な
情
勢
に
あ
る
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
そ
の
こ

と
は
、
「
延
」
の
字
が
二
っ
と
も
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
「
断
」
の
字
は
二
つ
の
う
ち
の
一
つ
が
半
分
し
か
見
え
て
い

な
い
ご
と
に
暗
示
き
れ
て
い
る
。
こ
の
口
絵
が
『
圏
圏
珍
聞
』

で
公
表
さ
れ
た
時
、
貴
族
院
で
延
期
法
案
が
可
決
さ
れ
て
お
り
、
六
月
三

日
か
ら
衆
議
院
に
お
い
て
審
議
が
始
ま
っ
て
い
た
。
国
国
珍
聞
社
は
、
帝
同
議
会
に
お
い
て
延
期
派
の
勢
い
が
断
行
派
に
対
し
て
優
勢
で

あ
る
状
況
を
こ
の
訊
刺
画
の
構
図
を
も
っ
て
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
政
府
関
係
者
や
断
行
派

の
人
び
と
、
ま
た
延
期
派
の
人
び
と
が
こ
の
瓶
刺
画
を
ど
う
見
た
か
知
る
由
も
な
い
が
、
こ
こ
に
は
法
典
論
争
の
行
く
末
を
切
り
取
っ
た

50-

園
園
珍
聞
社
の
先
見
性
の
程
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。

四

法
典
論
争
後
の
延
期
派
と
断
行
派
l
法
典
調
査
会
の
成
立

l

一
八
九
二
(
明
治
二
五
)
年
六
月
一

O
目
、
「
民
法
商
法
施
行
延
期
法
律
案
」
が
衆
議
院
に
お
い
て
可
決
さ
れ
る
に
と
も
な
い
同
院
の

延
期
派
議
員
た
ち
は
、
議
会
会
期
末
の
六
月
一
四
日
に
「
臨
時
法
典
修
正
局
設
置
建
議
案
」
を
提
出
し
て
民
法
と
商
法
両
法
典
の
修
正
に

即
座
に
取
り
か
か
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
建
議
案
は
、
政
府
に
臨
時
法
典
修
正
局
を
置
き
、
そ
の
委
員
は
貴
衆
両
院
議
員
、
司
法
官
、
帝
国

大
学
教
授
の
ほ
か
代
一
一
一
白
人
や
実
業
家
な
ど
か
ら
選
抜
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
。
同
案
は
ま
た
延
期
派
の
司
令
塔
で
あ
っ
た
高
橋
健
一
一
一
や
中

橋
徳
五
郎
ら
が
中
心
と
な
っ
て
構
想
し
た
「
臨
時
法
典
修
正
局
官
制
」
と
も
連
動
し
て
い
た
が
、
第
三
回
帝
国
議
会
に
お
い
て
は
審
議
に
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至
ら
ず
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
。
だ
が
翌
年
、
内
閣
総
理
大
臣
伊
藤
博
文
を
総
裁
と
す
る
法
典
調
査
会
が
発
足
し
た
際
、
当
初
、
そ
の
委

員
に
は
高
等
行
政
官
、
司
法
官
、
帝
国
大
学
教
授
、
国
会
議
員
そ
の
他
学
識
経
験
者
か
ら
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
こ
と
に
限
っ
て
言
え
ば
、
延
期
派
の
描
い
た
「
臨
時
法
典
修
正
局
」
構
想
と
法
典
調
査
会
と
の
関
連
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
の
で
は

{
訂
}

な
い
か
と
の
指
摘
も
あ
る
。

伊
藤
博
文
を
総
裁
、
商
閣
寺
公
望
を
副
総
裁
と
す
る
法
典
調
査
会
は
一
八
九
三
(
明
治
二
六
)
年
三
月
に
ス
タ
ー
ト
し
、
そ
の
際
、
民

法
典
の
編
別
を
第
一
編
H
総
則
、
第
二
編
H
物
権
、
第
三
編
H
債
権
、
第
四
編
H
親
族
、
第
五
編
H
相
続
と
い
う
ド
イ
ツ
の
パ
ン
デ
ク
テ

(m-

ン
式
の
体
裁
に
倣
い
、
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
が
中
心
と
な
っ
て
編
纂
し
た
民
法
典
の
修
正
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
以
後
、
法
典

調
査
会
は
一
八
九
四
(
明
治
二
七
)
年
に
組
織
と
審
議
手
続
き
の
改
正
を
経
な
が
ら
一
八
九
八
年
(
明
治
一
一
一
一
)
年
ま
で
民
法
の
修
正
に

従
事
す
る
。
そ
の
問
、
起
草
委
員
と
な
っ
て
重
責
を
果
た
し
た
の
が
、
後
に
「
民
法
起
草
の
三
博
士
」
と
称
さ
れ
る
穂
積
陳
重
、
梅
謙
次

51 

郎
、
富
井
政
章
の
三
人
の
帝
国
大
学
法
科
大
学
教
授
で
あ
っ
た
。
彼
ら
と
私
立
法
律
学
校
と
の
関
わ
り
は
、
前
述
し
た
と
お
り
穂
積
は
英

吉
利
法
律
学
校
の
創
立
者
の
一
人
で
あ
り
、
梅
と
富
井
は
和
仏
法
律
学
校
に
縁
が
深
く
両
者
と
も
に
同
校
の
校
長
を
務
め
て
い
る
。

回
総
会
が
聞
か
れ
た
一
八
九
五
(
明
治
二
六
)
年
四
月
か
ら
修
正
な
っ
た
民
法
典
(
前
三
編
〔
総
則
・

表
2
は
、
法
典
調
査
会
の
第

物
権
・
債
権
〕
・
後
二
一
編
〔
親
族
・
相
続
出
が
施
行
さ
れ
た
一
八
九
八
(
明
治
三
一
〉
年
七
月
ま
で
の
聞
の
法
典
調
査
会
委
員
の
一
覧
で

あ
る
。法

典
調
査
会
に
は
も
と
も
と
起
草
委
員
の
ほ
か
に
主
査
委
員
と
査
定
委
員
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
一
八
九
四
(
明
治
二
七
)
年
の
組
織

(
却
)

変
更
に
よ
り
主
査
委
員
、
査
定
委
員
の
区
別
が
廃
止
さ
れ
、
委
員
の
呼
称
の
も
と
そ
の
数
も
三
五
人
以
内
と
さ
れ
た
。
こ
の
表
に
は
法
典

調
査
会
で
民
法
の
修
正
に
関
わ
っ
た
六
三
名
の
委
員
を
掲
載
し
て
い
る
。
従
来
、
こ
れ
ら
の
委
員
に
つ
い
て
は
選
出
区
分
か
ら
官
僚
(
高

等
行
政
官
・
司
法
官
)
、
帝
国
大
学
教
授
、
帝
国
議
会
そ
の
他
学
識
経
験
者
の
観
点
か
ら
分
類
が
な
さ
れ
検
討
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
表
は
、

そ
う
し
た
選
出
区
分
と
は
別
に
、
穂
積
陳
震
を
は
じ
め
と
す
る
委
員
た
ち
の
学
派
と
法
典
論
争
時
の
立
場
す
な
わ
ち
延
期
派
か
断
行
派
か
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表2 法典調査会委員一覧 1893年4月一1898年7月

*:起家委員鳳主査委員・:査定委員....:委員

私立法律学校等との結びつき

論争の 延期iJi¥・E 券断行派|
氏名 委員積別 法学派

立場 東京 東京 Z覇逸

法学院 専門
専修

挙協会
日本 和仏 明治

(中大) (早大) (専大) (商協学園) (日大)(法大)(明大)

1 穂積疎重 安圃 A イギリス法 延期派 。。 。
2 富井政事 *聞 A フランスi* 延期派 ロ 口

3 梅謙次郎 育園 畠 フランス法 断行i派 ロ ロ
4 末松謙澄 聞 血イギリス法 延期派 。
5 木下贋次 圃 血 フランス法 延期派 ロ 口

6 三時亀之助 聞 品イギリス法 延期派 。。
7 横田国臣 • 畠 ドイツ法 断行派 ¥) 

81 n回 態 圃 畠 イギリス法 延期派 。
9 高 木島ニ • . フランス法 断行派 ロ 口|

10 岡部 労 聞 .17ランス法 不明 口 口

11 村田 保 • 品イギリス法 延期派 。。
12 鳩山和夫 • 血イギリス法 延期派 。。。
13 本尾敬ニ郎 • ドイツ法 断行派 ¥) O 

14 伊東己代治 聞 品 ドイツ波 (延期iJitl 。
15 築作麟祥 圃 A フランλ法 断行派 口 口 口

16 菊池武夫 圃 & イギリス法 延期iJi¥ 。
17 長谷川脅 • 血フランス法 断行派 ロ
18 熊野敏ニ • 7ランス法 断行派

19 土方 寧 .1. A イギリス法 延期派 。 。
20 本野一郎 -・ A フランス法 断行派 ロ ロ
211 i背浦室吾 .1. 断行派 て7

22 !l!. 亨 .1. イギリス法 不明

23 山田喜之助 .畠 イギリス法 延期派 。。 。
24 奥田義人 .1. イギリス法 延期派 。。。 。
25 井上正一 .1. フランス法 断行派 口 口

26 南 部喪男 .1. 不明 v 

27 岸本辰雄 .1. フランス法 断行派 ロ
28 穂積八束 .1. ドイツ法 延期派 ¥) ¥) ¥) く〉

29 都筑馨六 .1. ドイツ法 不明 O 

30 中村冗嘉 .1. 不明 マ マ

31 渋沢栄一 .1. フランス法 不明 口

32 阿部泰蔵 .1. イギリス法 不明

331 i可島 醇 • ドイツ法 不明 ¥) 
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34 鳥田三郎 • イギリス法 断行派 。

35 岡村輝彦 • イギリス法 延期派 。 。 。

3暗 江木 衷 • イ本リス法 延期派 。 。 。

37 小笠原貞信 • 7ランス法 断行派

38 関 芭彦 • イギリス法 延期派 。 。

39 大岡育造 • イギリス法 延期派

40 金子堅太郎 .1 .... イギリス法 不明 。 。 。

41 磯部四郎 .1 .... 7ランA法 断行派 口 口

42 三浦 安 .1 .... 延期iJi¥

43 神限知常 .1.‘ イギ'Jス法 延期派 。

44 細川潤次郎 • イギリス法 延期派 。

45 千家尊福 • 延期派

46 小中村滑空E • 延期派 て7

47 末 延道成 • イギリス法 不明

48 山田東次 • フランス法 断行派 口

49 高 田早苗 • イギリス法 延期派 。 。

50 木 下周一 • ドイツ法 断行派 <> 
51 尾 崎三良 .1 .... イギリス法 延期派 。

52 斯波淳六郎 • ドイツ法 不明 <> 
53 酉源四郎 企 不明

5411:岡蒋n郎 ....17ランスf去 不明

55 岡野敬次郎 .... ドイツ怯 延期派 <> く〉 O <> O 

56 富谷佐太郎 ....17ランス法 不明 口 ロ
57 河村腺三郎 ....17ランス法 不明 口 口 口

58 鱒原定吉 品イ.:f'リス法 不明

59 加膝正義 畠 不明

60 内田嘉吉 血イギリス法 不明 。 。 。

61 寺尾 亨 血 7ランス法 断行派 ロ 口 ロ
62 小百官三保松 ....17ランス法 不明 口 ロ ロ
63 倉富勇三郎 ....17ランス法 不明 口 口

※このー覧表は、七戸克彦「法典調査会の構成メンパーーその人選に関する『政策評価JJ(rジュリストJNn1331、

2007年4月l日発行)の[図表]法典鯛査会・前期(明治26年4月一明治31年7月)構成メンバーを参考に作成し

た「近代日本の幕開けと私立法律学校J展のデータを一部修正したものである。

法典調査会委員と私立法律学校等との結びつきは、各校の創立者、講師(当該期前後を含む)また学校の母体となっ

た関係機関の構成員等を表している。

項目の区分は法学派(。…イギリス法、口・フランス法、<> ドイツ法、マ…その他)を示しているa

なお、項目の作成にあたって狽箇学園史嗣査研究資料センター、法政大学史センター、早稲田大学史資料センター

関係各位の御協力を得た。
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と
い
う
点
に
留
意
し
つ
つ
、
彼
ら
が
創
立
者
あ
る
い
は
講
師
と
し
て
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
私
立
法
律
学
校
と
関
係
が
あ
っ
た
の
か
、
そ

の
点
に
主
眼
を
置
い
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

当
然
の
結
果
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
の
一
つ
は
、
概
ね
イ
ギ
リ
ス
法
系
の
人
び
と
は
延
期
派
の
拠
点
と
目
さ
れ
た

法
律
学
校
に
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
法
系
の
人
び
と
は
断
行
派
の
そ
れ
と
見
ら
れ
た
法
律
学
校
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
例
え
ば
、
延
期
派
の
岡
村
輝
彦
や
山
田
喜
之
助
が
明
治
法
律
学
校
や
和
仏
法
律
学
校
で
、
片
ヤ
断
行

派
の
磯
部
四
郎
や
木
野
一
郎
さ
ら
に
梅
謙
次
郎
が
延
期
派
の
学
校
の
一
つ
で
あ
る
東
京
尊
門
学
校
で
、
そ
れ
ぞ
れ
講
義
を
お
こ
な
っ
て
い

た
事
実
か
ら
す
る
と
、
彼
ら
に
ど
っ
て
延
期
か
断
行
か
と
い
う
法
典
論
争
に
お
け
る
対
立
・
対
抗
関
係
と
は
別
に
法
学
教
育
の
場
と
し
て

双
方
の
法
律
学
校
が
存
在
し
て
い
た
一
面
を
窺
わ
せ
る
。
そ
れ
は
ま
た
新
聞
紙
上
で
の
延
期
派
、
断
行
派
と
い
っ
た
色
分
け
が
延
期
意
見

あ
る
い
は
断
行
意
見
の
公
表
に
よ
る
彼
ら
に
対
す
る
社
会
的
評
価
の
一
面
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
た
の
と
同
時
に
、
彼
ら

当
事
者
た
ち
の
意
識
が
実
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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そ
し
て
、
こ
の
表
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
の
も
う
一
つ
は
、
明
治
政
府
が
法
典
調
査
会
を
立
ち
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で
先
行

の
諸
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
極
め
て
バ
ラ
ン
ス
よ
く
延
期
派
と
断
行
派
の
メ
ン
バ
ー
を
取
り
込
ん
で
い
る
こ

と
で
あ
る
。
法
典
調
査
会
の
成
立
と
は
、
ぞ
れ
ま
で
法
典
論
争
を
通
じ
て
延
期
派
と
断
行
派
と
し
て
互
い
に
激
し
く
論
戦
し
た
法
学
者
・

法
曹
家
た
ち
が
、
た
び
重
な
る
条
約
改
正
交
渉
の
失
敗
と
密
接
に
絡
ん
で
沸
き
起
こ
っ
た
当
該
期
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
を
社
会
的

な
背
景
と
し
て
自
ら
立
法
者
へ
と
転
換
し
て
い
く
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

日
本
の
法
典
論
争
が
イ
ギ
リ
ス
法
系
と
フ
ラ
ン
ス
法
系
の
私
立
法
律
学
校
が
演
じ
た
「
パ
ン
の
争
い
」
で
あ
っ
た
と
い
う
論
拠
の
一
つ
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一
九
三
八
(
昭
和
一
三
)
年
民
法
典
施
行
四

O
周
年
を
記
念
し
て
法
典
調
査
会
に
お
い
て
補
助
委
員
を
務
め
た
仁
井
田
益
太
郎
に
民

法
典
編
纂
の
沿
革
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
お
こ
な
っ
た
座
談
会
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
席
上
、
穂
積
重
遠
の
「
演
説
会
は
あ
り
ま
し

l土た
か
」
と
い
う
聞
に
対
し
て
、
仁
井
問
は
「
あ
り
ま
し
た
。
中
々
盛
ん
な
の
マ
す
。
両
方
で
や
る
の
で
す
。
あ
の
時
の
法
典
の
断
行
、
延

一
種
の
生
命
線
と
一
去
っ
た
関
係
が
あ
っ
て
、
法

期
の
争
は
、
法
学
界
始
ま
っ
て
以
来
の
事
だ
と
思
は
れ
る
位
ひ
熱
心
に
や
っ
た
の
で
す
。

、
、
(
却
)

典
実
施
を
断
行
さ
れ
て
は
英
吉
利
法
律
学
校
が
無
く
な
っ
て
了
ふ
と
云
ふ
騒
ぎ
で
す
」

(
傍
点
筆
者
)
と
答
え
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、

イ
ギ
リ
ス
法
系
の
学
校
関
係
者
す
な
わ
ち
延
期
派
が
「
フ
ラ
ン
ス
式
の
法
典
が
施
行
さ
れ
て
は
、
飯
の
食
い
上
げ
に
な
る
」
と
い
う
一
言
説

に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

だ
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
法
典
論
争
の
過
程
で
延
期
派
と
断
行
派
の
そ
れ
ぞ
れ
私
立
法
律
学
校
の
創
立
者
や
講
師
と
い
っ
た

関
係
者
が
、
延
期
派
が
牙
城
と
し
た
英
吉
利
法
律
学
校
(
東
京
法
学
院
)
ま
た
断
行
派
が
本
丸
と
し
た
明
治
法
律
学
校
の
存
続
の
た
め
、

学
校
ι
生
き
残
り
の
た
め
に
激
し
い
攻
防
を
繰
り
広
げ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
論
証
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
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い
か
と
思
う
。
彼
ら
に
と
っ
て
各
々
の
法
律
学
校
と
は
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
ギ
リ
ス
法
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
法
の

教
育
と
普
及
の
場
で
あ
り
、
機
関
誌
を
通
じ
て
法
学
研
究
の
成
果
を
公
表
で
き
る
場
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
多
く
は
、
政
府
の
官
僚
、
帝
国

大
学
教
授
そ
し
て
在
野
の
弁
護
士
と
し
て
身
を
立
て
て
お
り
、
た
と
え
法
典
論
争
に
よ
っ
て
学
校
経
営
が
行
き
詰
ま
っ
た
と
し
て
も
「
飯

の
食
い
上
げ
」
に
は
な
ら
な
い
し
、
当
時
の
私
立
法
律
学
校
で
は
通
常
、
車
代
な
ど
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
無
報
酬
に
近
い
状
況
で
あ
っ
た
。

ま
た
帝
国
憲
法
公
布
後
、

一
八
八
九
(
明
治
二
二
)
年
一

O
月
に
英
吉
利
法
律
学
校
が
校
名
を
東
京
法
学
院
と
改
称
し
た
こ
と
は
前
述

し
た
が
、
こ
の
時
、
同
校
は
教
育
方
針
を
従
来
の
「
英
吉
利
法
律
」
の
教
授
か
ら
「
帝
国
法
律
」
の
教
授
へ
と
転
換
し
、
同
校
に
お
け
る

(
認
)

法
学
教
育
の
新
た
な
姿
勢
を
示
し
た
。
明
治
法
律
学
校
も
前
年
の
同
校
規
則
に
お
い
て
「
本
邦
ノ
法
律
」
の
教
授
を
掲
げ
、
そ
の
科
目
と

し
て
刑
法
や
治
罪
法
に
加
え
て
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
民
法
な
ど
が
列
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
す
る
と
、
法
典
論
争
の
過
程
は
イ
ギ
リ
ス
法

系
ま
た
フ
ラ
ン
ス
法
系
の
私
立
法
律
学
校
に
と
っ
て
、
刑
法
、
治
罪
法
か
ら
帝
国
憲
法
さ
ら
に
民
法
・
商
法
へ
と
囲
内
法
の
整
備
が
進
ん
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略年表 法典編纂と私立法律学校創設の歩み

年代 園内法等の整備 私立法律学校創設・政治・社会一般

1880 (明治13)年 07.17 刑法、治罪法公布
06.01 :7c老院に民法編算局を設置
09.16 専修学校創設

1881 (明治14)年
10.12 間会開設の勅諭発布(開設の期を明

01.l7 明治法律学校創設
治23年とする)

ω14 伊藤博文ら憲法調査のため一川出
1882 (明治15)年 01.01 刑法、治罪法施行 発(-1883.08.03帰国)

10.21 東京専門学校開校

1883 (明治16)年
04.16 新聞紙条例改正(言論の取締りをー

10.19 凋泡学協会学校設置認可
層強化)

1885 (明治18)年 12.22 内閣制度創設 日7.08 英吉利法律学校創設

02.11 大日本帝問i益法公布 05.15 f法典編纂ニ閃スル法学士会ノ意見」公表

1889 (明治22)年
02.20 8米利鋭i壇街航海条約調印 05.17 東京仏学校と東京法学校を合併し、和仏法

(6月11日ドイツ、 8月8日ロシ 律学校と改称
アと調印)※全て発効せず 10.04 日本法律学校創設

1890 (明治23)年 04.21 民法中財産編・財PE取得編(第12章
まで). 1i(j在jH保編証拠編公布 01一足尾銅の鉱毒'Z"i庇良瀬川の魚類多数死滅、

04.26 商法公布 社会問旭化

10.07 民繍法公財布産、取刑符事綴訴(訟第法13公章布以下)・人 07.01 第 ljjj]衆議院議員総選挙
事 (治罪法 09.09 帝国大学法科大学、日本法典の教育を主と
廃止) し外国法を参考科に

11.29 大日本帝関愈法施行 10.30 教育ニ関スJレ勅滞発布
12.26 商法及商法施行条例施行期限法律公 11.25 第1回帝国議会召集

布 (遇常会、 11.29開会一1891.03.07閉会)
(1893.01.01まで施行延期)

1891 (明治24)年 01.01 民事訴訟法施行 03.08 神間ニコライ堂開堂式

05.28 貴族院、民法商法施行延期法律案修 日4.10 神田大火 (tI.J4.000戸焼失)
正議決 日5.02 第3回帝国議会召集

06.10 衆議院、民法及商法施行延期法律案 (特別会、 ~06.l4閉会)

1892 (明治25)年
可決 11.11 前向法大臣山閉鎖茶死去

06.14 臨時法典修正局設置建議案、衆議院 11.25 第4凶帝国談会句集
に提出 (通常会、 -1893.02.28閉会)

11.24 民(法鳩及山商和法夫施外行6延名期)法律公布

1893 (明治26)年
04.28 法典調査会第 l回総会開催 11.05 第5回帝国議会召集
(総裁伊藤博文、同副総裁西国寺公望) (通常会、 -12.30解散)

03.23 法典調査会第14回総会開催(最終回) 口5.12 第6回帝国機会召集
03.27 法典閑蜜会規則改正(勅令30号) (特別会、 -06.02解散)

※組織と審議手続き改正 08.01 日滑戦争始まる
1894 (明治27)年 07.16 日英通商航海条約調印 (1899年7月

17日施符)
※治外法権の撤廃 関税率引き上

げを実現

1896 (明治29)年
04.27 民法前3編(総則物権・債権)公

09.18 第2次松方正義内閣成立(-1898.01.12) 
布

12.2ゆ 「法典/施行延期二関スル法律」公 12.22 第10回帝国議会召集
布 (通常会、~，1897.03.24閉会)

06.21 民法後2編(親族・相続)公布
01.l2 第3次伊藤博文内閣成立 (-06.30)

1898 (明治31)年 05.14 第12回帝国議会召集
07.16 民法前3編・後2編施行

(特別会、 -06.10解散)

参考文献各大学の百年史等のほか『近代日本総合年表』第3版第2刷 岩波書庖 1994年、『日本史J総合年表』吉川

弘文館 2001年、大久保恭甫『ポアソナアド』岩波新書黄331977年、七戸克彦「現行民法典を創った人

びとJ(J) - (29) r法学セミナー』第54巻第5号~第56巻10号 2009年5月1日-2011年10月1日 九

州大学学術情報リポジトリ参照。
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で
い
く
中
、
時
代
の
趨
勢
に
応
じ
た
法
学
教
育
へ
の
転
換
を
図
り
つ
つ
あ
っ
た
過
渡
期
に
在
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

私
立
法
律
学
校
の
創
立
者
や
講
師
は
、
自
ら
の
学
校
を
活
動
拠
点
と
し
て
法
典
論
争
の
攻
防
を
繰
り
広
げ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、

江
木
が
免
職
さ
れ
て
も
刑
に
処
せ
ら
れ
で
も
「
本
望
」
と
身
命
を
賭
し
て
挑
ん
だ
法
典
論
争
は
学
校
の
生
き
残
り
を
か
け
た
と
い
う
も
の

で
は
決
し
て
な
く
、
彼
ら
日
本
の
法
学
者
た
ち
が
商
法
典
・
民
法
典
の
編
纂
を
契
機
に
し
て
立
法
者
へ
と
一
つ
の
階
梯
を
上
っ
て
い
く
歴

(
泊
)

史
的
な
過
程
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
や
ロ
エ
ス
レ
ル
に
よ
っ
て
民
法
典
、
商
法
典
の
編
纂
が
進
め
ら
れ
る
一
方
、
帝
国
憲

法
が
伊
藤
博
文
ら
の
起
草
で
成
っ
た
こ
と
は
、
じ
つ
は
日
本
の
法
学
者
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
法
系
の
法
学
者
た
ち
に
自
ら
の
手
で
法
典
を

つ
く
る
と
い
う
と
と
、
そ
れ
を
自
覚
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
し
て
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
最
後
に
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
法
典
編
纂
と
私
立
法
律
学
校
創
設
の
歩
み
を
略
年
表
に
ま
と
め
た
の
で
参
照
願
い
た
い
。
新
聞

紙
上
で
延
期
派
あ
る
い
は
断
行
派
と
色
分
け
さ
れ
た
専
修
学
校
、
明
治
法
律
学
校
、
東
京
専
門
学
校
、
英
土
口
利
法
律
学
校
、
和
仏
法
律
学

-57一

校
等
の
創
立
者
や
講
師
た
ち
が
、
ま
さ
に
近
代
日
本
が
条
約
改
正
を
国
家
的
な
課
題
と
し
法
典
編
纂
事
業
を
推
進
し
て
い
く
中
で
、
西
欧

法
を
摂
取
し
つ
つ
私
立
法
律
学
校
を
立
ち
上
げ
て
い
っ
た
そ
の
姿
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。

(お}

民
法
典
が
施
行
さ
れ
た
一
八
九
人
(
明
治
二
一
二
年
、
『
日
本
民
法
義
解
』
と
題
さ
れ
た
一
冊
の
本
が
世
に
出
た
。
こ
の
本
を
手
が
け

た
の
は
、
明
治
法
律
学
校
の
創
立
者
の
一
人
で
法
典
論
争
に
お
い
て
断
行
派
を
主
導
し
た
岸
本
辰
雄
と
、
法
典
論
争
が
激
し
さ
を
増
し
て

(
明
治
二
四
)
年
か
ら
一
一
一
年
間
延
期
派
の
牙
城
東
京
法
学
院
に
学
ん
だ
久
富
勘
太
郎
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
法
典
論
争

い
っ
た
一
八
九

で
は
、
延
期
派
と
断
行
派
の
対
立
・
対
抗
の
み
が
強
制
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
が
、
こ
の
注
釈
書
は
日
本
に
お
け
る
民
法
典
の
成
立

に
あ
た
っ
て
、
言
わ
ば
断
行
派
と
延
期
派
の
人
び
と
が
互
い
に
連
携
し
て
出
版
し
た
と
こ
ろ
に
面
白
さ
が
あ
り
、
そ
の
点
に
注
目
し
て
お

き
た
い
と
思
う
。
法
典
論
争
と
私
立
法
律
学
校
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
単
に
対
立
・
対
抗
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
連
携
や
連

合
と
い
っ
た
視
座
か
ら
改
め
て
聞
い
直
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
私
立
法
律
学
校
と
そ
れ
に
関
わ
っ
た

人
び
と
に
つ
い
て
ま
た
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。
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注
(
l
)
 

(
2
)
 

(3) 

(4) 
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
化
資
料
(
特
五
四
|
四
九
七
)

0

瀧
井
一
博
『
明
治
凶
家
を
つ
く
っ
た
人
び
と
』
(
講
談
社
現
代
新
書
二
ご
一
二
、
…
一

O
一
一
一
一
年
)
一
一
一
一
一
頁
、
二
二
人
頁
。

大
久
保
泰
甫
「
日
本
近
代
法
の
父
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
』
(
岩
波
新
書
三
豆
、
一
九
七
七
年
〉
一
一
二
t

一
六
六
頁
。

『
法
理
精
華
』
第
一
一
一
号
(
法
理
精
華
社
、
一
八
八
九
年
一
一
月
一
日
)
、
五
九
i

六
三
頁
。
拙
稿
「
明
治
法
典
論
争
期
に
お
け
る
延
期
派
の
軌
跡
」

(
『
法
学
新
報
』
第
=
二
巻
第
九
・
一

O
号
所
収
、
二

O
一
五
年
三
月
)
参
照
。

山
田
喜
之
助
、
岡
村
輝
彦
、
元
同
肇
、
菊
池
武
夫
、
合
川
正
道
、
増
島
六
一
郎
の
六
名
の
経
歴
に
つ
い
て
は
主
に
『
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
中
大
凶
」

第
二
版
(
学
校
法
人
中
央
大
学
、
二

O
一
一
年
)
参
照
。

『
法
学
者
・
穂
積
隙
重
と
奏
・
歌
子
の
物
語
』
(
公
益
財
団
法
人
渋
沢
栄
一
記
念
財
団
渋
沢
史
料
館
、
二

O
一
一
年
)
参
照
。

高
橋
健
三
、
江
木
衷
、
西
川
鉄
次
郎
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
中
大
防
』
の
ほ
か
『
中
央
大
学
史
資
料
集
』
第
三
集
(
中
央
大
学

大
学
史
編
纂
課
、
一
九
八
八
年
)
所
収
の
松
崎
彰
「
解
題
」
、
『
中
央
大
学
史
紀
要
』
第
一
五
号
(
中
央
大
学
大
学
史
一
編
纂
謀
、
二

O
一
O
年
)
所

収
の
調
査
報
告
「
創
立
者
西
川
鉄
次
郎
関
係
資
料
劉
査
に
つ
い
て
」
参
照
。

岸
本
辰
雄
、
宮
城
浩
蔵
、
矢
代
操
、
磯
部
四
郎
の
足
跡
に
つ
い
て
は
、
『
私
学
の
誕
生
」
(
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、
二
O
一
五
年
)
参
照
。

一
八
九
O
年
二
一
月
二

O
日
付
読
売
新
聞
。

小
田
原
市
立
図
書
館
所
蔵
「
法
典
実
施
延
期
意
見
』
参
照
。

『
法
学
新
報
』
第
五
号
、
一
八
九
一
年
八
月
二
五
日
発
行
。
前
掲
・
瀧
井
『
明
治
国
家
を
つ
く
っ
た
人
び
と
』
二
二
七
l

二
三
四
頁
参
照
。

『
中
央
大
学
百
年
史
』
資
料
編
(
学
校
法
人
中
央
大
学
、
二

O
O五
年
)
一
八
一
一
l

一八一一一買。

前
掲
・
大
久
保
「
日
本
近
代
法
の
父
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
』
一
六
O
頁
、
前
掲
・
瀧
井
『
明
治
悶
家
を
つ
く
っ
た
人
び
と
』
一
一
一
一
七
l
二
三
川
賞
参
照
。

村
上
一
博
「
明
治
法
律
学
校
・
和
仏
法
律
学
校
に
よ
る
著
名
な
法
典
施
行
断
行
論
」
(
『
法
律
論
叢
』
第
七
六
巻
第
二
士
一
号
、
一
三
O
l
二
一
一
一
頁
、

二
O
O
四
年
三
月
)
参
照
。

同
右
。

前
掲
・
拙
稿
「
明
治
法
典
論
争
期
に
お
け
る
延
期
派
の
軌
跡
」
(
『
法
学
新
報
』
第
二
二
巻
第
九
・
一

O
号
、
一
二
六
四
買
)
。
な
お
、
商
法
典
に
つ

い
て
言
え
ば
、
同
法
お
よ
び
商
法
施
行
条
例
の
施
行
延
期
法
律
案
が
一
八
九
O
(明
治
二
一
一
一
)
年
一
一
月
に
開
会
し
た
第
一
回
帝
国
議
会
に
お
い

-58 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(
叩
)

(
日
)

(ロ)
(
日
)

(M) 

(
日
)

(
日
)



明治法典論争の中の私立法律学校(中JII)

18 17 

て
審
議
可
決
さ
れ
、
.
天
皇
の
裁
可
を
経
て
一
八
九
三
(
明
治
二
六
)
年
一
月
一
日
ま
で
施
行
延
期
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
・

大
久
保
司
日
本
近
代
法
の
父
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
』
一
六
六
1

一
六
七
頁
参
照
。

拙
稿
「
明
治
法
典
論
争
期
に
お
け
る
延
期
派
の
軌
跡
」
(
吋
法
学
新
報
』
第
二
二
巻
第
九
・
一

O
号
、
一
二
五
九
三
六
三
頁
)
。

原
資
料
は
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
護
所
蔵
『
井
上
馨
関
係
文
書
』
の
江
木
衷
書
簡
一
九
i

三
。
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
中
央
大
学
法
学
部
兼
任

講
師
角
田
茂
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
前
掲
『
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
中
大
別
』
一
四
l

一
五
頁
参
照
。

前
掲
・
大
久
保
『
日
本
近
代
法
の
父
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
』
一
七
三
頁
参
照
。

〔
一
八
九
一
一
〕
年
五
月
二
一
日
付
高
橋
健
一
二
宛
西
川
鉄
次
郎
書
簡
。
前
掲
『
中
央
大
学
百
年
史
』
資
料
編
、
一
九
人
頁
。

前
掲
『
中
央
大
学
百
年
史
』
資
料
編
、
一
人
一
頁
。
拙
稿
「
明
治
法
典
論
争
期
に
お
け
る
延
期
派
の
軌
跡
」
(
『
法
学
新
報
』
第
二
一
一
巻
第
九
・

一
O
号
、
一
一
一
六
=
貝
)
。

『
専
修
大
学
史
資
料
集
』
第
三
巻
(
学
校
法
人
専
修
大
学
、
二

O
一
一
一
一
年
〉
五
一

O
買。

同
右
。

同
右
。

一
人
九
二
年
五
月
二
七
日
付
読
売
新
聞
。

『
圃
圏
珍
間
同
第
八
六
O
号
、
一
八
九
二
年
六
月
四
日
発
行
。
中
央
大
学
ウ
エ
フ
サ
イ
ト
〈
自
門
フ
ォ
ト
〉
よ
り
転
載
。

前
掲
・
拙
稿
「
明
治
法
典
論
争
期
に
お
け
る
延
期
派
の
軌
跡
」
(
『
法
学
新
報
』
第
二
一
一
巻
第
九
・
一

O
号
、
三
六
四
l

一
ニ
七
五
頁
)
。

前
掲
・
大
久
保
『
日
本
近
代
法
の
父
ポ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
』
一
九
四
買
参
照
。

七
戸
克
彦
「
現
行
民
法
典
を
創
っ
た
ひ
と
び
と
[
二
五
〕
」
(
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
六
七
七
号
、
ニ

O
一
一
年
五
月
)
参
照
。

「
仁
井
田
博
士
に
民
法
典
編
纂
事
情
を
聴
く
座
談
会
」
(
吋
法
律
時
報
』
第
一

O
巻
第
七
号
、
一
九
三
人
年
一
二
月
、
ニ
ハ
頁
)
。

英
士
口
利
法
律
学
校
に
つ
い
て
言
え
ば
、
同
校
の
幹
事
で
あ
っ
た
渡
辺
安
積
の
備
忘
録
か
ら
一
八
人
六
(
明
治
一
九
〉
年
に
山
田
喜
之
助
と
土
方
寧

に
報
酬
を
払
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
(
前
掲
司
中
央
大
学
百
年
史
』
通
史
編
上
巻
、
一
五
一
頁
)
。
し
か
し
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
の
実

態
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
『
中
央
大
学
史
資
料
集
』
第
一
集
(
六
二
1
六
六
頁
)
に
収
録
さ
れ
た
「
東
京
法
学
院
職
員
調
」
の
院
長
以
下
幹
事
、

嘱
託
講
師
の
俸
給
欄
は
い
ず
れ
も
「
無
」
と
あ
り
、
ま
た
「
東
京
法
学
院
予
算
調
明
治
一
一
一
一
年
度
」
の
「
支
出
之
部
」
に
は
院
長
、
幹
事
、
講
師

と
も
に
「
無
給
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
英
吉
利
法
律
学
校
創
設
当
初
、
若
干
の
特
定
の
人
物
に
対
し
て
何
ら
か
の
理
由
で

報
酬
が
支
払
わ
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
学
校
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
無
給
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
私
立
法
律
学
校
が
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(
位
)

教
員
に
対
し
て
報
酬
を
支
給
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
大
学
令
に
準
拠
し
て
大
学
に
昇
格
し
て
い
く
大
正
期
に
入
っ
て
か
ら
が
一
般
的
で
あ
る
と

考
え
る
。

『
中
央
大
学
百
年
史
』
通
史
編
上
巻
(
学
校
法
人
中
央
大
学
、
二
O
O
二
年
初
版
二
刷
)
、
二

O
七
頁
。
前
掲
『
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
中
大
凶
』
四
六
l

四
七
頁
参
照
。

『
資
料
明
治
大
学
教
育
制
度
発
達
史
稿
〔
1
〕
』
(
歴
史
編
纂
資
料
室
報
告
第
人
集
、
一
九
人
六
年
)
入
九
l
九
O
頁。

『
官
報
』
に
よ
れ
ば
、
江
木
衷
は
一
八
九
五
(
明
治
二
六
)
年
二
月
一
一
一
日
に
内
務
省
参
事
官
を
「
依
願
免
本
官
」
と
な
っ
た
。
ま
た
司
法
省
民
事
局

長
で
あ
っ
た
菊
池
武
夫
は
そ
れ
よ
り
先
、
一
八
九
一
(
明
治
二
四
)
年
人
月
七
日
に
退
官
し
て
い
た
。
高
橋
健
三
も
一
人
九
二
(
明
治
二
五
)
年

一
一
月
に
内
閣
官
報
局
長
を
辞
任
し
て
い
る
。
延
期
派
の
人
び
と
に
と
っ
て
民
法
・
商
法
施
行
延
期
を
勝
ち
取
っ
た
代
償
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
日
本
民
法
義
解
』
は
、
岸
本
辰
雄
校
閲
・
久
富
勘
太
郎
註
釈
に
よ
り
一
八
九
人
(
明
治
一
一
一
一
)
年
九
月
一
九
日
に
青
眼
堂
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
以

後
、
書
名
を
『
改
正
日
本
民
法
註
釈
」
と
変
え
、
発
行
所
も
求
光
閣
と
な
っ
て
版
を
重
ね
た
。
ち
な
み
に
、
久
富
勘
太
郎
は
一
八
九
四
(
明
治

二
七
)
年
に
東
京
法
学
院
を
卒
業
し
、
二
年
後
に
弁
護
士
と
な
っ
た
。

(
部
)

(
制
)

(
お
)

付
記

-60一

本
稿
は
、
平
成
ニ
五
年
度
器
盤
研
究

(C)
科
学
研
究
費
助
成
事
業
(
採
択
番
号
二
五
三
七

O
七
九
七
)
「
民
法
典
論
争
期
前
後
に
お

け
る
私
立
法
学
系
高
等
教
育
機
関
の
連
携
と
対
抗
の
実
態
に
関
す
る
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


